
・パリ協定の採択を踏まえ、我が国の2030年26％削減目標達成のため、民生部門（家庭・業務）
は40％という大幅削減が必要。
・そのため、「規制」「税制」「補助金」等の施策に加え、国民一人一人の意識の変革やライフ
スタイルの転換を図るための普及啓発を抜本的に強化する必要。
・このため、家庭･業務部門における低炭素な「製品」「サービス」「ライフスタイル」の“賢い選択”
を促すCOOL CHOICEを旗印に、重層的・波状的な普及啓発活動を展開していく。
・また、地球規模の排出削減に貢献する国際協力を通じた温暖化対策や、複数の地方自治体が広域
的に連携して取り組む地域レベルでの温暖化対策もより一層推進していく。

地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律の概要

※改正法の公布日・施行期日
：平成28年５月27日

１．国と様々な主体が連携協力した地球温暖化対策の推進に関する普及啓発の強化
国民各界各層でのCO2削減の自主的取組を促す普及啓発の重要性に鑑み、地球温暖化
対策計画に定める事項として地球温暖化対策の推進に関する普及啓発等を明記し、 CO2
削減の普及啓発を抜本的に強化する。
２．国際協力を通じた地球温暖化対策の推進
二国間クレジット制度（JCM）や様々な国際協力枠組など、地球規模での温室効果ガス削減に
貢献する国際協力を通じた地球温暖化対策の推進に関する事項を、地球温暖化対策計画
に定める事項に明記する。
３．地域における温暖化対策の推進
地域における地球温暖化対策をより効果的に推進するため、地方公共団体実行計画を
共同して作成することができる旨を規定することにより、広域的対応を促進するとともに、計画に
おける記載事項の例示として、都市機能の集約等を追加する等の改正を行う。
４．その他
国際決定に基づき京都メカニズム関連の規定を整理。

クールビズ、ウォームビズ、ウォームシェア（公共
施設、都市部では銭湯の利用等）、エコドライ
ブ、自転車、森里川海の保全・活用

クールビズ、ウォームビズ、ウォームシェア（公共
施設、都市部では銭湯の利用等）、エコドライ
ブ、自転車、森里川海の保全・活用

低炭素製品への買換 低炭素サービスの選択 低炭素なライフスタイル転換
公共交通、都市部ではカーシェアリン
グ、低炭素物流サービス、
スマートメーターによる「見える化」

公共交通、都市部ではカーシェアリン
グ、低炭素物流サービス、
スマートメーターによる「見える化」

LED・エアコン・冷蔵庫・エコカーなどの省
エネ製品、高効率給湯器、節水型トイ
レ、高断熱高気密住宅

LED・エアコン・冷蔵庫・エコカーなどの省
エネ製品、高効率給湯器、節水型トイ
レ、高断熱高気密住宅

地球温暖化対策計画に基づく重層的・波状的な普及啓発
国と多様な主体が連携協力

広く国民からもアイディアを募り、
成功事例を全国津々浦々に普及啓発

国・自治体・企業・NPO等が幅広く連携協力

未来のために、いま選ぼう。 未来のために、いま選ぼう。

ＣＯ２削減の普及啓発強化のイメージ
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低炭素な製品・サービス・ライフスタイルへの転換

・省エネ法トップランナー基準
・建築物省エネ法による
住宅・建築物の省エネ化

・エコカー減税
・家庭エコ診断

改正する規定の内容
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